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経営相談室

　令和 6年分所得税について、「定額減税」が実施されています。
　年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額（年調減税額）を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
※令和 6年 6月以降、給与・賞与支給時に行われる定額減税を「月次減税」といいます。

⑴ 年末調整の際に定額減税の対象となる人
年末調整の対象となる人は原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する年調減税の対象者となりま

す。年調所得税額は、年末調整により算出された所得税額で、住宅取得借入金等特別控除の適用を受ける場合
には、その控除後の金額をいいます。

　　ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調
減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。

⑵ 年調減税額の計算
「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族（いずれも居住者に限ります。） 1人につき30,000円」との
合計額が年調減税額となります。

　　年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認する必要があります。
　　なお、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が「配偶者控除等申告書兼年末調
整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。

　注）同一生計配偶者及び扶養親族は、合計所得金額48万円以下の人をいいます。
⑶ 年調減税額の控除【計算例】
同一生計配偶者あり、扶養親族 2人（13歳と17歳）

　　住宅借入金等特別控除前の所得税額 230,000円…Ａ
　　住宅借入金等特別控除　　　　　　　　　　100,000円…Ｂ
　　本年中の源泉徴収税額計（月次減税後）　　　85,000円…Ｃ

　令和 5年 1月以降、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲については、従前の16歳以上の扶養
親族の範囲から次表の年齢区分に応じた範囲へと見直されました。
　なお、非居住者である扶養親族が扶養控除の適用を受ける場合には、給与支払者に対し、次表のとおり確認書
類の提出が必要です。

定額減税の実施について1

国外居住親族の範囲の見直し等について2

　令和 6年 6月以降実施されている定額による所得税の特別控除（定額減税）は年末調整時に精算手続きが必要
です。
　これから年末に向けて年末調整の時期となりますので、定額減税と併せて、「国外居住親族」の範囲の見直し
や「住宅ローン控除」について、年末調整時にご注意いただきたい点を解説します。

年調所得税額（Ａ－Ｂ）130,000円

年調減税額控除後の年調所得税額10,000円 年調減税額（30,000円× ４人）120,000円

年調年税額　　10,000円×102.1％　＝　10,200円　※100円未満切捨て
年末調整による還付税額　　C　85,000円－10,200円＝　74,800円
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